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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第18期

第２四半期
累計期間

第19期
第２四半期
累計期間

第18期

会計期間
自　2022年４月１日
至　2022年９月30日

自　2023年４月１日
至　2023年９月30日

自　2022年４月１日
至　2023年３月31日

売上高 (千円) 4,045,582 4,945,147 8,710,552

経常利益 (千円) 377,382 555,992 1,103,600

四半期(当期)純利益 (千円) 232,974 337,267 717,402

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) 24,276 26,386 66,258

資本金 (千円) 453,154 460,229 454,207

発行済株式総数 (株)
普通株式

22,302,500
普通株式

22,368,700
普通株式

22,329,500

純資産額 (千円) 2,664,986 3,532,798 3,167,303

総資産額 (千円) 3,694,714 5,803,054 4,410,037

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 10.51 15.15 32.33

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 10.23 14.81 31.54

１株当たり配当額 (円) － － －

自己資本比率 (％) 71.9 60.2 71.3

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △157,644 375,476 458,394

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △212,026 △582,109 △517,219

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 26,834 961,797 28,940

現金及び現金同等物の四半期末
(期末)残高

(千円) 1,333,639 2,401,755 1,646,591
 

　

回次
第18期

第２四半期会計期間
第19期

第２四半期会計期間

会計期間
自　2022年７月１日
至　2022年９月30日

自　2023年７月１日
至　2023年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 6.43 8.36
 

(注) １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．１株当たり配当額については、無配のため記載しておりません。

 
２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営

者が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主

要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありま

せん。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(１)　経営成績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、資源高の影響を受けつつも経済活動は緩やかに持ち直し、潜在成

長率を上回る成長が続きました。しかしながら、海外の経済・物価動向、資源価格の動向、企業の賃金・価格設定

行動など、先行きは依然として不透明な状況であります。

当社は、“「プロフェッショナル・テック」で、次の常識をつくる“ をミッションとして、法律相談ポータルサ

イト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディ

アの運営、ならびに契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」をはじめとしたIT・ソリューション

サービスの提供を行ってまいりました。

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は4,945百万円（前年同期比22.2％増）、営業利益550百万

円（前年同期比48.2％増）、経常利益555百万円（前年同期比47.3％増）、四半期純利益337百万円（前年同期比

44.8％増）となりました。

 
報告セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

 
（メディア事業）

メディア事業では、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドッ

トコム」等を通じたインターネットメディアの運営を行っております。

「弁護士ドットコム」では、ユーザーに向けた有益なコンテンツの提供やユーザビリティの向上に注力するとと

もに、身近な話題を弁護士が法的観点から解説するオウンドメディア「弁護士ドットコムニュース」の記事配信に

よる認知度向上に努めました。その結果、2023年９月における月間サイト訪問者数は986万人（前年同月比30.1％

減）、当第２四半期会計期間末時点の会員登録弁護士数が23,805人（前年同月比3.9％増）、そのうち、弁護士支援

サービスの有料会員登録弁護士数が5,330人（前年同月比2.9％増）、「弁護士ドットコム」の有料会員サービスの

有料会員数が188,533人（前年同月比0.4％増）となりました。

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,128百万円（前年同期比7.8％増）、セグメント利益は716百万円

（前年同期比10.9％減）となりました。

 
（IT・ソリューション事業）

IT・ソリューション事業では、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」をはじめとしたIT・ソ

リューションサービスの提供を行っております。

「クラウドサイン」では、積極的な人材採用による開発体制・営業体制の強化、および各種媒体への広告出稿等

を通じて、ユーザビリティの向上、認知度の向上、および顧客基盤の拡大に努めました。その結果、当第２四半期

会計期間の契約送信件数は1,902,932件（前年同期比33.2％増）となりました。

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,816百万円（前年同期比36.0％増）、セグメント利益は595百万

円（前年同期比559.0％増）となりました。

 
(２)　財政状態の分析

当第２四半期会計期間末の総資産は5,803百万円となり、前事業年度末と比較して1,393百万円の増加となりまし

た。その主な要因は、現金及び預金、投資有価証券、短期借入金が増加した一方で、ソフトウエア仮勘定、未払金

が減少したこと等によるものであります。
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 （流動資産）

当第２四半期会計期間末の流動資産は4,225百万円となり、前事業年度末と比較して993百万円の増加となりまし

た。これは主に現金及び預金が増加（前事業年度末比755百万円増加）、売掛金が増加（前事業年度末比115百万円

増加）、および前払費用が増加（前事業年度末比135百万円増加）したこと等によるものであります。

 （固定資産）

当第２四半期会計期間末の固定資産は1,577百万円となり、前事業年度末と比較して399百万円の増加となりまし

た。これは主にソフトウエアが増加（前事業年度末比173百万円増加）、ソフトウエア仮勘定が減少（前事業年度末

比53百万円減少）、および投資有価証券が増加（前事業年度末比201百万円増加）したこと等によるものでありま

す。

 （流動負債）

当第２四半期会計期間末の流動負債は2,270百万円となり、前事業年度末と比較して1,027百万円の増加となりま

した。これは主に短期借入金が増加（前事業年度末比950百万円増加）、未払金が減少（前事業年度末比56百万円減

少）、未払費用が増加（前事業年度末比45百万円増加）、および未払法人税等が増加（前事業年度末比83百万円増

加）したこと等によるものであります。

 （純資産）

当第２四半期会計期間末の純資産は3,532百万円となり、前事業年度末と比較して365百万円の増加となりまし

た。これは主に利益剰余金が増加(前事業年度末比337百万円増加)したこと等によるものであります。

 
(３)　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ755百

万円増加し、2,401百万円となりました。

　当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得た資金は375百万円（前第２四半期累計期間は157百万円の支出）となりました。主な要因は、

税引前四半期純利益555百万円の計上、減価償却費200百万円の計上、および未払費用の増加額45百万円があったも

のの、法人税等の支払額151百万円、前払費用の増加額135百万円、および売上債権の増加額115百万円があったこと

等によるものであります。

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により支出した資金は582百万円（前第２四半期累計期間は212百万円の支出）となりました。主な要因

は、無形固定資産の取得による支出316百万円および投資有価証券の取得による支出201百万円があったこと等によ

るものであります。

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により得た資金は961百万円（前第２四半期累計期間は26百万円の収入）となりました。主な要因は、短

期借入による収入950百万円があったこと等によるものであります。

 
(４)　優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期累計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題については重要な変更はあ

りません。

 
(５)　研究開発活動

該当事項はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 48,000,000

計 48,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2023年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2023年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 22,368,700 22,373,100
東京証券取引所
グロース市場

単元株式数は100株であり
ます。

計 22,368,700 22,373,100 ― ―
 

（注）提出日現在発行数には、2023年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は、含まれておりません。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第16回新株予約権

決議年月日 2023年9月13日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員　２

新株予約権の数(個)※ 70（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
（株）※

普通株式　7,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ １（注）２

新株予約権の行使期間※ 2027年７月１日～2032年７月27日（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　 4,715
資本組入額　2,358

（注）４

新株予約権の行使の条件※ （注）６

新株予約権の譲渡に関する事項※ （注）５

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）８
 

 ※　新株予約権の発行時（2023年９月28日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権１個あたりの目的である株式の種類及び数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式

100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同

じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準

じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ

るものとする。

　２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式
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１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」という。）を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

　３．新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、2027年７月１日から2032年７

月27日とする。

　４．増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

　６．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、当社が提出した2024年３月期から2027年３月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券

報告書における監査済の損益計算書（連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書）に記載される

売上高が下記（a）乃至（e）の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のう

ち当該各号に掲げる割合（以下、「権利行使可能割合」という。）を上限として本新株予約権を行使するこ

とができる。

（a）売上高が金150億円を超過した場合

        権利行使可能割合　50％

（b）売上高が金175億円を超過した場合

        権利行使可能割合　60％

（c）売上高が金200億円を超過した場合

        権利行使可能割合　70％

（d）売上高が金225億円を超過した場合

        権利行使可能割合　80％

（e）売上高が金250億円を超過した場合

        権利行使可能割合　100％

なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合

理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

②　新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社（財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）の取締役、監査役、使用人、外部顧

問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではな

い。

③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

　７．新株予約権の取得に関する事項

（１）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承

認を要しない場合には取締役会の決議）がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式

交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合に

は取締役会の決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約

権の全部を無償で取得することができる。

（２）新株予約権者が権利行使をする前に、（注）６①に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなっ

た場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を

無償で取得することができる。

（３）新株予約権者が権利行使をする前に、（注）６②に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなっ

た場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が有する本新株予約権を無償で取得する。
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　８．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予

約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、

「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）１に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記

（注）２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）８．（３）に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上記（注）３に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記（注）３

に定める行使期間の末日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記（注）４に準じて決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（８）その他新株予約権の行使の条件

上記（注）６に準じて決定する。

（９）新株予約権の取得事由及び条件

上記（注）７に準じて決定する。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
第17回新株予約権

決議年月日 2023年9月13日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員　２

新株予約権の数(個)※ 30（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
（株）※

普通株式　3,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ １（注）２

新株予約権の行使期間※ 2027年７月１日～2032年７月27日（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　 4,715
資本組入額　2,358

（注）４

新株予約権の行使の条件※ （注）６

新株予約権の譲渡に関する事項※ （注）５

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）８
 

 ※　新株予約権の発行時（2023年９月28日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権１個当たりの目的である株式の種類及び数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式

100 株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを

含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整

は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、

調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
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調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ

付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる

ものとする。

　２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式

１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」という。）を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

　３．新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、2027年７月１日から2032年７

月27日とする。

　４．増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　５．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

　６．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、2024 年３月期から2027 年３月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後

EBITDA が下記（a）乃至（e）の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数の

うち当該各号に掲げる割合（以下、「権利行使可能割合」という。）を上限として本新株予約権を行使する

ことができる。

（a）調整後EBITDA が金30億円を超過した場合

        権利行使可能割合　50％

（b）調整後EBITDA が金35億円を超過した場合

        権利行使可能割合　60％

（c）調整後EBITDA が金40億円を超過した場合

        権利行使可能割合　70％

（d）調整後EBITDA が金45億円を超過した場合

        権利行使可能割合　80％

（e）調整後EBITDA が金50億円を超過した場合

        権利行使可能割合　100％

なお、上記における調整後EBITDA の額の判定においては、当社が提出した有価証券報告書における監査済

の損益計算書（連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書）に記載された営業利益にキャッ

シュ・フロー計算書（連結財務諸表を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書）上の減価償却

費、のれん償却費、株式報酬費用及び持分法による投資損益を加算した額を参照するものとする。また、国

際財務報告基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範

囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

②　新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社（財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）の取締役、監査役、使用人、外部顧

問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではな

い。

③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

　７．新株予約権の取得に関する事項

（１）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、
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または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承

認を要しない場合には取締役会の決議）がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式

交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合に

は取締役会の決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新

株予約権の全部を無償で取得することができる。

（２）新株予約権者が権利行使をする前に、（注）６①に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなっ

た場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を

無償で取得することができる。

（３）新株予約権者が権利行使をする前に、（注）６②に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなっ

た場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が有する本新株予約権を無償で取得する。

　８．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予

約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、

「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の

条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）１に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記

（注）２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）８．（３）に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上記（注）３に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記（注）３

に定める行使期間の末日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記（注）４に準じて決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（８）その他新株予約権の行使の条件

上記（注）６に準じて決定する。

（９）新株予約権の取得事由及び条件

上記（注）７に準じて決定する。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2023年７月１日～
2023年９月30日 3,000 22,368,700 117 460,229 117 425,923

EDINET提出書類

弁護士ドットコム株式会社(E31009)

四半期報告書

 9/24



（注）
 

（注）新株予約権の行使による増加であります。

 

EDINET提出書類

弁護士ドットコム株式会社(E31009)

四半期報告書

10/24



 

(5) 【大株主の状況】

  2023年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

Authense Holdings株式会社 東京都港区赤坂九丁目７番１号 10,038,900 45.08

元榮　太一郎 東京都港区 4,881,100 21.92

株式会社日本カストディ銀行（信託
口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 898,940 4.04

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC
ISG (FE-AC)
（常任代理人）株式会社三菱UFJ銀
行

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON
EC4A 2BB UNITED KINGDOM
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

529,714 2.38

THE BANK OF NEW YORK MELLON
140051
（常任代理人）株式会社みずほ銀行

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286,
U.S.A.
（東京都港区港南二丁目15番１号）

442,800 1.99

THE BANK OF NEW YORK 133652
（常任代理人）株式会社みずほ銀行

BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
（東京都港区港南二丁目15番１号）

433,900 1.95

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 248,100 1.11

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM
CLIENT ACCTS M ILM FE
（常任代理人）株式会社三菱UFJ銀
行

2 KING EDWARD STREET. LONDON ECIA IHQ
UNITED KINGDOM
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

212,464 0.95

JP JPMSE LUX RE UBSAG LONDON
BRANCH EQCO
（常任代理人）株式会社三菱UFJ銀
行

BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND 8098
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

205,500 0.92

THE BANK OF NEW YORK 133612
（常任代理人）株式会社みずほ銀行

BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
（東京都港区港南二丁目15番１号）

141,600 0.64

計 － 18,033,018 80.98
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2023年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 101,300

 

―
権利内容に何ら限定のない当社に
おいて標準となる株式でありま
す。

完全議決権株式(その他) 普通株式 22,246,700
 

222,467 同上

単元未満株式 普通株式 20,700
 

― ―

発行済株式総数 普通株式 22,368,700
 

― ―

総株主の議決権 ― 222,467 ―
 

 

② 【自己株式等】

    2023年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
弁護士ドットコム株式会社

東京都港区六本木四丁目１
番４号

101,300 ― 101,300 0.45

計 ― 101,300 ― 101,300 0.45
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2023年７月１日から2023年９月

30日まで)および第２四半期累計期間(2023年４月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新

日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2023年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2023年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,646,591 2,401,755

  売掛金 1,301,775 1,417,721

  貯蔵品 1,210 1,179

  前払費用 274,487 410,344

  未収入金 23,104 6,661

  その他 24,588 31,703

  貸倒引当金 △39,474 △43,397

  流動資産合計 3,232,284 4,225,968

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 42,483 88,713

   工具、器具及び備品（純額） 24,780 33,732

   有形固定資産合計 67,264 122,445

  無形固定資産   

   ソフトウエア 639,638 813,263

   ソフトウエア仮勘定 124,998 71,911

   特許権 4,207 6,016

   商標権 3,594 3,537

   無形固定資産合計 772,439 894,728

  投資その他の資産   

   投資有価証券 0 201,630

   関係会社株式 49,000 49,000

   破産更生債権等 19,600 24,318

   敷金及び保証金 162,985 158,106

   長期前払費用 20,466 33,644

   繰延税金資産 105,597 117,531

   貸倒引当金 △19,600 △24,318

   投資その他の資産合計 338,049 559,912

  固定資産合計 1,177,753 1,577,086

 資産合計 4,410,037 5,803,054
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2023年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2023年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 - 950,000

  未払金 615,330 559,324

  未払費用 78,103 123,373

  未払法人税等 173,173 256,857

  未払消費税等 98,919 90,140

  前受金 188,906 214,619

  預り金 88,300 75,929

  その他 - 11

  流動負債合計 1,242,734 2,270,256

 負債合計 1,242,734 2,270,256

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 454,207 460,229

  資本剰余金 419,901 425,923

  利益剰余金 2,770,176 3,107,444

  自己株式 △500,556 △500,777

  株主資本合計 3,143,728 3,492,819

 新株予約権 23,574 39,978

 純資産合計 3,167,303 3,532,798

負債純資産合計 4,410,037 5,803,054
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年９月30日)

売上高 4,045,582 4,945,147

売上原価 649,055 902,066

売上総利益 3,396,527 4,043,081

販売費及び一般管理費 ※  3,025,185 ※  3,492,890

営業利益 371,341 550,190

営業外収益   

 受取利息 6 34

 受取手数料 5,909 5,837

 雑収入 184 112

 営業外収益合計 6,100 5,984

営業外費用   

 支払利息 - 25

 雑損失 59 156

 営業外費用合計 59 182

経常利益 377,382 555,992

特別損失   

 投資有価証券評価損 3,185 -

 特別損失合計 3,185 -

税引前四半期純利益 374,197 555,992

法人税、住民税及び事業税 130,261 230,659

法人税等調整額 10,960 △11,934

法人税等合計 141,222 218,725

四半期純利益 232,974 337,267
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 374,197 555,992

 減価償却費 129,345 200,478

 株式報酬費用 6,333 16,430

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,232 8,640

 受取利息及び受取配当金 △6 △34

 支払利息 - 25

 投資有価証券評価損益（△は益） 3,185 -

 売上債権の増減額（△は増加） △73,340 △115,945

 棚卸資産の増減額（△は増加） 295 31

 前払費用の増減額（△は増加） △83,687 △135,857

 未払金の増減額（△は減少） 27,068 △53,489

 未払費用の増減額（△は減少） △14,841 45,269

 未払消費税等の増減額（△は減少） △119,233 △8,778

 前受金の増減額（△は減少） 45,132 25,712

 その他 △21,531 △11,161

 小計 280,149 527,314

 利息及び配当金の受取額 6 34

 利息の支払額 - △25

 法人税等の支払額 △437,801 △151,845

 営業活動によるキャッシュ・フロー △157,644 375,476

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △6,916 △63,885

 投資有価証券の取得による支出 - △201,630

 無形固定資産の取得による支出 △205,189 △316,578

 敷金の差入による支出 - △110

 敷金の回収による収入 79 95

 投資活動によるキャッシュ・フロー △212,026 △582,109

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 - 950,000

 ストックオプションの行使による収入 26,904 12,018

 新株予約権の発行による収入 58 -

 自己株式の取得による支出 △127 △220

 財務活動によるキャッシュ・フロー 26,834 961,797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △342,837 755,164

現金及び現金同等物の期首残高 1,676,476 1,646,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,333,639 ※  2,401,755
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【注記事項】

(四半期損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次の通りであります。

 

 
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)

給料及び手当 1,010,060千円 1,251,539千円

広告宣伝費 921,780 〃 840,312 〃

貸倒引当金繰入額 7,232 〃 8,640 〃
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであ

ります。

 

 
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)

現金及び預金 1,333,639 千円 2,401,755千円

現金及び現金同等物 1,333,639 千円 2,401,755千円
 

 

(持分法損益等)

  （単位：千円）

 前事業年度
(2023年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2023年９月30日)

関連会社に対する投資の金額 49,000 49,000

持分法を適用した場合の投資の金額 144,507 170,893

 
前第２四半期累計期間
(自　2022年４月１日

 至　2022年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　2023年４月１日

 至　2023年９月30日)

持分法を適用した場合の投資利益 24,276 26,386
 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期累計期間(自 2022年４月１日　至 2022年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期
損益計算書
計上額
(注)２

メディア
IT・

ソリューション
計

売上高      

外部顧客への売上高 1,974,654 2,070,928 4,045,582 － 4,045,582

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 1,974,654 2,070,928 4,045,582 － 4,045,582

セグメント利益 803,747 90,393 894,140 △522,798 371,341
 

(注) １．セグメント利益の調整額△522,798千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△522,798千円が

含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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Ⅱ　当第２四半期累計期間(自 2023年４月１日　至 2023年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期
損益計算書
計上額
(注)２

メディア
IT・

ソリューション
計

売上高      

外部顧客への売上高 2,128,610 2,816,536 4,945,147 － 4,945,147

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 2,128,610 2,816,536 4,945,147 － 4,945,147

セグメント利益 716,032 595,696 1,311,729 △761,538 550,190
 

(注) １．セグメント利益の調整額△761,538千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△761,538千円が

含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
(収益認識関係)

前第２四半期累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）

  (単位：千円)

 
報告セグメント

合計
メディア

IT・
ソリューション

計

弁護士支援サービス 1,153,837 － 1,153,837 1,153,837

有料会員サービス 327,819 － 327,819 327,819

税理士支援サービス 355,288 － 355,288 355,288

広告その他サービス 137,709 － 137,709 137,709

IT・ソリューションサービス － 2,070,928 2,070,928 2,070,928

顧客との契約から生じる収益 1,974,654 2,070,928 4,045,582 4,045,582

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 1,974,654 2,070,928 4,045,582 4,045,582
 

 
当第２四半期累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）

  (単位：千円)

 
報告セグメント

合計
メディア

IT・
ソリューション

計

弁護士支援サービス 1,168,486 － 1,168,486 1,168,486

有料会員サービス 333,219 － 333,219 333,219

税理士支援サービス 487,202 － 487,202 487,202

広告その他サービス 139,701 － 139,701 139,701

IT・ソリューションサービス － 2,816,536 2,816,536 2,816,536

顧客との契約から生じる収益 2,128,610 2,816,536 4,945,147 4,945,147

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 2,128,610 2,816,536 4,945,147 4,945,147
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通

りであります。

 

項目
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)

（１）１株当たり四半期純利益金額 10円51銭 15円15銭

(算定上の基礎)   

 四半期純利益金額(千円) 232,974 337,267

 普通株主に帰属しない金額(千円) － －

 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 232,974 337,267

 普通株式の期中平均株式数(株) 22,168,912 22,259,755

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 10円23銭 14円81銭

（算定上の基礎）   

　四半期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 595,203 513,317

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式
で、前事業年度末から重要な変動があったものの概
要

第12回新株予約権
新株予約権の数 406個
（普通株式 40,600株）

 
第13回新株予約権

新株予約権の数 174個
（普通株式 17,400株）

 
第14回新株予約権

新株予約権の数 161個
（普通株式 16,100株）

 
第15回新株予約権

新株予約権の数 69個
（普通株式 6,900株）

第16回新株予約権
新株予約権の数 70個
（普通株式 7,000株）

 
第17回新株予約権

新株予約権の数 30個
（普通株式 3,000株）
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(重要な後発事象)

（取得による企業結合）

当社は、2023年10月２日開催の取締役会において、株式会社エル・アイ・シーの発行済株式のすべてを取得し

て子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結して当該株式を取得致しました。

 
１．企業結合の概要

（1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　株式会社エル・アイ・シー

事業内容　判例データベース「判例秘書」の開発および提供

（2）企業結合を行った主な理由

当社は「プロフェッショナル・テックで次の常識をつくる。」をミッションに中長期的な企業価値の向上

に向け、あらゆるリーガルデータを学習させた日本初の法律特化の独自LLM（大規模言語モデル）「リーガ

ルブレイン」の構築を重要な戦略の一つと位置づけ、これまでにないリーガルサービスの開発を進めており

ます。このリーガルブレイン構想を実現する上において、特に判例データは最重要データの一つであると考

えています。その中で、「判例秘書」が有する判例データは、1900年代から現在に至るまでの厳選された日

本国内における重要判例であり、計り知れないほど貴重なデータであります。両社が一丸となることで、判

例データベース領域でのサービス拡張が可能となり、相互の顧客基盤の拡大をはじめ、両社の法曹界でのノ

ウハウおよび技術等が融合することにより、「判例秘書」の付加価値の向上に向けたサービス開発、「リー

ガルブレイン」構想の推進ができると考えております。

（3）企業結合日

2023年10月２日

（4）企業結合の法的形式

現金を対価とした株式の取得

（5）結合後企業の名称

変更ありません。

（6）取得した議決権比率

100%

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2023年11月14日

弁護士ドットコム株式会社

取締役会  御中

EY新日本有限責任監査法人

　東京事務所
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 阿　　部　　正　　典  

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 新　　井　　慎　　吾  

 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている弁護士ドットコ

ム株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日までの第19期事業年度の第２四半期会計期間(2023年７月１日から2023

年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(2023年４月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、弁護士ドットコム株式会社の2023年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当
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と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないか

どうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項

が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査

人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継

続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の

表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事

項が認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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